
農家の皆さまへ

主食用米の生産に対して主食用米の生産に対して

１５，０００円/１０ａ
＋

価格下落部分価格下落部分

主食用米以外の作物
（麦、大豆の場合）の生産に対して

３５，０００円/１０ａ



１ 主食用米への助成
米の「生産数量目標」に即して生産を行った販売農家が対象です。米の 生産数量目標」に即して生産を行った販売農家が対象です。

て定額部分

主食用米
作付面積

飯米用等として

一律１０ａ
－ ×１５，０００円/１０ａ

① ②

作付面積に応じ全国統一単価で支払われます。

作付面積 律１０ａ

①：水稲共済に未加入者は、前年度の出荷、販売先との契約状況の申告が必要です。
なお、新規需要米、加工用米は、２の主食用米以外の作物として助成対象となります。

②：集落営農が水稲共済に組織加入しているときは、全体で１０ａ控除です。

て変動部分

③ ④

米価が下落した場合（③＞④）に支払われます。

標準的な販売価格
（過去３ヶ年の平均）

２２年産米の販売価格
（全国平均）

－

③ ④

２ 主食用米以外の作物への助成

※ 水田経営所得安定対策における収入減少影響緩和対策(ナラシ)に加入している場合は、米のモデル
事業における変動部分の交付金額を控除してナラシの補てん額を算定します。

２ 主食用米以外の作物への助成

て基本単価

水田で麦・大豆・新規需要米などを生産する全ての販売農家が対象です。

作物
単価

（10a当たり）
別途経営所得安定
対策による助成（※1）

作付面積に応じ全国統一単価で支払われます。

大麦 ３５,０００円 ２８，０００円

大豆 ３５,０００円 ２７，０００円

飼料作物 ３５,０００円 ―

新規需要米（米粉用・飼料用・バイオ燃料用米、WCS用稲） ８０,０００円 ―

そば、なたね、加工用米 ２０,０００円 ―

単価は県で設定

激変緩和措置

その他作物 ―

二毛作助成（主食用米と戦略作物又は戦略作物(※2)同士の組み合
わせ） １５,０００円 ―

※1 経営所得安定対策の大麦、大豆の助成単価は、北陸地域の平均単価です。
※2 戦略作物とは、麦、大豆、飼料作物、米粉用・飼料用・バイオ燃料用米、WCS用稲、そば、なたね、加工用米です。

必要に応じ、県又は地域協議会単位で加算が行われ

注： 捨てづくり防止のため、原則として実需者との出荷契約等が必要になります。

単価は県で設定
（基本単価10,000円）

激変緩和措置

従来の産地確立交付金との単価変動の大きい作物や一定の要件を満たす生産者（転
作集団、団地化等）に対して激変緩和のための加算が行われます。なお、加算対象や
単価は、県又は地域協議会単位で設定されます。

必要に応じ、県又は地域協議会単位で加算が行われ
ます。



１０ｈａの水田経営で、７ｈａの水稲、３haの大麦、大豆の二毛作に取り組む場合

ケース１

①水稲（主食用米）への交付額
（７００ａ － １０ａ） × １５，０００円/１０ａ ＝ １，０３５，０００円（定額部分）

②大麦、大豆への交付額②大麦、大豆 の交付額

（大豆） ３００ａ×１５，０００円/１０ａ（二毛作助成）＋３００ａ×２７，０００円/１０ａ（経営所得安定
対策）＝１，２６０，０００円

（大麦） ３００ａ×３５，０００円/１０ａ（大麦単価）＋３００ａ×２８，０００円/１０ａ（経営所得安定
対策）＝１，８９０，０００円

このケースの場合、総額４，１８５，０００円の助成となります。
ただし 大麦 大豆は22年度に収穫するものが助成対象となります。

ケース２

３０ｈａの集落営農による水田経営で、２０ｈａの水稲、１０haの大豆の作付けの団地化
に取り組む場合で、主食用米が全国平均で６００円/６０ｋｇ下落した場合

ただし、大麦、大豆は22年度に収穫するものが助成対象となります。

①水稲（主食用米）への交付額
（２，０００ａ － １０ａ） × １５，０００円/１０ａ ＝ ２，９８５，０００円（定額部分）
（２，０００ａ － １０ａ）×（６００円/６０ｋｇ×５３０ｋｇ/１０ａ）＝１，０５４，７００円（変動部分）

②大豆への交付額
（激変緩和措置による団地化加算で、５，０００円/１０ａ加算されたと仮定）

１，０００ａ×（３５，０００円/１０ａ（大豆単価）＋５，０００円/１０ａ）＋１，０００ａ×２７，０００円/１０ａ
（経営所得安定対策）＝６，７００，０００円

このケ スの場合 総額１０ ７３９ ７００円の助成となります

ケース３

１ｈａの水田経営で、７０ａに水稲、２０aにねぎの作付け、１０ａが調整水田である場合

①水稲（主食用米）への交付額

このケースの場合、総額１０，７３９，７００円の助成となります。
なお、国からの支払い交付金は、集落営農の口座に一括して振り込まれます。

①水稲（主食用米）への交付額

②ねぎへの交付額

（７０ａ － １０ａ） × １５，０００円/１０ａ ＝ ９０，０００円（定額部分）

（その他作物でねぎに１０，０００円/１０ａが設定されたと仮定）
２０ａ × １０，０００円/１０ａ ＝ ２０，０００円

このケースの場合、総額１１０，０００円の助成となります。

なお、 １０ａの調整水田については、不作付地となっている水田の地番、
面積、作付けできない理由などを記載した改善計画を市町村に提出し認定
を受ける必要があります。



申請から交付までの流れ

（経由）加入申請
加入申請書

作付面積確認依頼書

６月末まで

加入申請

地
域
水

（市
町
村

農

国

（
確認証明通知

交付対象面積通知

交付申請

１０月頃から

交付申請書
（確認証明書付き）

（経由）

水
田
協
議
会

村

等
）

J
A

・農

業

（
農

政

事

務

交付金交付（主食用米の定額部分、主食用米以外の作物に対する交付金）

交付金交付（主食用米の変動部分）

年度内（～３月）

年内開始（１２月～）

交付申請者
務

所
）

交付金交付（主食用米の変動部分）

北陸農政局（戸別所得補償制度推進室） ℡ ０７６－２３２－４１３３

ご不明の点があれば、次の窓口までご相談ください

北陸農政局（戸別所得補償制度推進室） ℡ ０７６－２３２－４１３３
新潟農政事務所（農政推進課） ℡ ０２５－２２８－５２８１
富山農政事務所（農政推進課） ℡ ０７６－４４１－９３０７
福井農政事務所（農政推進課） ℡ ０７７６－３６－１７９０

各県水田農業推進協議会または各県水田農業推進協議会または
最寄りの地域水田農業推進協議会
でも相談に応じます




